
訪問リハビリテーションのご案内 

 

 

訪問リハビリテーションとは 

介護保険法に基づきリハビリテーションスタッフがご自宅へ伺い、ご利用者

様が可能な限り有する能力に応じ、自立した生活を営むことが出来るよう

お手伝いさせて頂きます。 

 

具体的には・・・ 

○歩いたり身の回りの事の練習 

○買い物や屋外の移動の練習 

○食事や飲み込みの練習 など 

☆お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①訪問リハビリって？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行練習 

ＡＤＬ練習 

食事練習 

屋外練習 



他にはこんなことも… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

介護保険をお持ちの要支援 1.2、要介護 1～5 の方が利用可能です。 

詳しくは担当されているケアマネージャーさんに相談してみてください。 

 

 

・ 週に 1～3 日、１日あたり 40 分～1 時間のリハビリを行います。 

・ 内容はご自宅のベッドや手すり、椅子などさまざまの物を使って、筋力トレー

ニングや動作の練習を行います。 

・ 外出の練習や体力作りの為、屋外歩行を行うこともあります。また認知症

の予防や食べ物を食べたり、飲んだりすることの練習を行ったりします。 

・ 退院・退所直後、ご自宅の環境に身体が慣れていない方にも効果的です。 

 

②どんな人が受けられるサービスなの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③どのようなサービスを行うの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語練習 

余暇活動練習 

  イラストは訪問リハビリ

のほんの一例です。その他

にもいろんな事に私たちと

挑戦してみませんか？ 



 

 

理学療法士 ケガや病気などで身体に障害がある人に対し、基本動作能力(座る・立

つ・歩くなど)の回復や維持を目的に、運動療法を行う専門職です。 

 

作業療法士 「食事をする」「顔を洗う」「料理をする」などの日常生活上の応用動作を中    

心にリハビリを行います。また、精神分野のリハビリを行う専門職でもあり 

ます。 

 

言語聴覚士 病気の後遺症などにより、話す・聞く・食べる・飲み込むことが不自由な方

に対し、言語訓練や嚥下指導を行う専門職です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④どんな人が自宅に来るの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが伺います！ 
皆様の在宅生活がより良いもの

となるために支援します。 



 

下記の料金表をご覧ください。介入する時間により料金が異なってきます。 

※利用者様によって異なるので詳しくは契約時にご説明します。 

 

基本料金、加算・減算の名称 時間・頻度 単位数 

訪問リハビリテーション料 

20 分毎 

 20 分：292 円 

 40 分：584 円 

 60 分：876 円 介護予防訪問リハビリテーション料 

リハビリテーションマネジメント加算 1 ヶ月毎(1 回) 

    加算(Ⅰ)：230 円 

    加算(Ⅱ)：280 円 

    加算(Ⅲ)：320 円 

    加算(Ⅳ)：420 円 

サービス提供体制強化加算 20 分毎 

 20 分：  6 円 

 40 分： 12 円 

 60 分： 18 円 

短期集中リハビリテーション実施加算 1 回毎 200 円 

社会参加支援加算 (※ 要介護 1～5 の方) 1 回毎 17 円 

未診療減算 

(事業所医師による診療を行わなかった場合) 
20 分毎 20 円減算 

 

 

 

 

 

⑤料金はどれくらいかかるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

①訪問リハビリ開始までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用できない       ※ 応相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1ケアプラン上、併用の必要性が明記された場合、利用可能です。 

※2、3診療情報提供書の依頼、訪問診療はリハ開始後も 3ヶ月に一度必要です。 

 

②営業エリア 

ひたちなか市・那珂市・東海村・水戸市 

 

③よくあるご質問 

Ｑ．施設長の訪問診療は診療費が掛かりますか？ 

Ａ．訪問リハビリの指示書を作成するための診療ですので、掛かりません。 

 

 

○ご利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険認定を受けている 

病院で疾患別リハビリ(外来リハ) 
を受けている 

通所リハビリを利用している 
※1 

当事業所へ担当ケアマネージャーから依頼を頂く 

主治医・かかりつけ医の医師より、当事業所の施設長宛てに診療情報提供書を頂く※2 

当事業所施設長と訪リハ責任者による訪問診療、施設長からの指示が下りる※3 

 

訪問リハビリの契約を行う(契約書・口座振替) 



Ｑ．施設長の訪問診療や診療情報提供書の提出は３ヶ月に一度必要ですか？ 

Ａ．当施設では、他院様からの診療情報提供書を元に、施設長及び訪問リハビリ責任者が訪問診  

療を行うことで、訪問リハビリの指示書を作成致します。そのため、概ね３ヶ月ごとに行わせ 

て頂きます。 

 

Ｑ．医療保険でのリハビリとの併用は可能ですか？ 

Ａ．制度上併用は行えません。病院で疾患別リハビリ(外来リハ)を受けている方は訪問でのリハ 

ビリを行うことができません。 

 

 

 

 

 

何かご不明な点がございましたらご気軽に連絡ください 

介護老人保健施設 勝田 

訪問リハビリテーション 

神郡(かんごおり) 

029-276-3111 

  

 

 


